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（午後１時２７分 開会） 

○森西正委員長 それでは、ただいまから

民生常任委員を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、藤浦委員

を指名します。 

 議案第７号及び議案第１５号の審査を

行います。 

 本２件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは、質問させてい

ただきます。全部で三つです。 

 一つ目は、予算概要１８４ページ、介護

予防普及啓発事業において、認知症予防効

果分析委託料として３８万５，０００円計

上されております。これは主要事業一覧に

もありましたけれども、せっつはつらつ脳

トレ体操による体力及び認知機能の効果

測定を行うものというふうに認識してお

りますけれども、この分は新規事業でもあ

りますので、改めて内容についてお聞かせ

ください。 

 質問２です。同じく１８４ページの地域

介護予防活動支援事業について、つどい場

づくり活動補助金ということで１２５万

円計上されております。この内容について

もお聞かせください。 

 また今、本市で推進しているつどい場が

あると思うんですけれども、そのつどい場

との違いについてもあわせてお答えいた

だければと思います。 

 最後質問３です。１８６ページ、認知症

サポーター等養成事業ですね。金額こそ少

ないですけど、１３万７，０００円計上さ

れています。これも昨年同様の金額ではあ

りますけれども、改めて平成３１年度の計

画についてお聞かせください。 

 以上、３点でございます。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 それでは、光好委

員の３点の質問のうち、２点についてお答

えさせていただきます。 

 まず１点目です。１８４ページ、認知症

予防効果分析委託料についてでございま

す。 

 これにつきましては、委員からのご説明

にもありましたように、現在、摂津市オリ

ジナルのせっつはつらつ脳トレ体操につ

きましては、広く市民や健康づくりグルー

プ、介護保険事業所に配布し、認知症介護

予防のツールとして活用いたしていると

ころでございます。この体操を継続的に実

施することによって認知症介護予防の効

果、これについてのエビデンスを明らかに

することにより、さらなる普及を図りたい

と考えております。 

 具体的な方法といたしましては、高齢者

のグループで参加申し込みをいただき、脳

トレ体操、健康体操を実施いたしますはつ

らつ元気でまっせ講座、こちらの講座にご

参加いただいた方を対象といたしまして、

身体機能測定や認知機能の測定を講座開

始時と講座の修了時に行いまして、その測

定値を比較検討し、効果分析を行いたいと

考えております。 

 １８６ページの認知症サポーター等養

成事業についてでございます。 

 こちらの平成３１年度の取り組みでご

ざいます。基本的には、市が定例的に主催

いたします講座を、年間４回実施しており

ます。これ以外に地域団体や大学等からの

依頼で実施いたします出前講座、こういっ

たものを平成３０年度と同様に、平成３１

年度も実施いたします。また、平成３０年

度、市職員の管理職を対象としまして、サ

ポーター養成講座を実施いたしました。こ
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れにつきましては、平成３１年度は、市職

員に対し、順次実施していきたいのと、あ

と消防職員についても、消防のほうからそ

ういった受講のご希望も頂戴しておりま

すので、消防職員に対しても、認知症につ

いての理解を深めて、それぞれの部署で日

常業務に生かしていただけるように、順次

広げてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、私のほう

から質問番号２番目の地域介護予防活動

支援事業のつどい場づくり活動補助金に

ついてご答弁申し上げます。 

 これにつきましては、高齢者が身近な地

域で集える場を地域団体等が主体的に実

施しようとする場合、その場所の利用料を

補助するものでございます。これまで展開

してきましたつどい場は、市の委託事業で

あり、実施場所の指定をし、オリジナルの

脳トレ体操や摂津みんなで体操四部作の

実施、週１回の開催など、市が提示した条

件のもと、公募によりプロポーザル審査を

行って実施団体を決定しております。平成

３１年度に新規事業として展開するつど

い場は介護予防に取り組む地域団体の育

成・支援を目的とし、高齢者が徒歩で通う

ことができる場の新設を期待し、補助金を

交付するものでございます。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございます。 

 それでは、２回目の質問をさせてもらい

ます。 

 まず質問１、介護予防普及啓発事業とい

うことで、認知症予防効果の分析内容につ

いてお聞かせいただきました。ご答弁にも

ありましたけれども、はつらつ元気でまっ

せ講座に絡めて、せっつはつらつ脳トレ体

操の効果を図るということで非常によい

取り組みかと思います。では、非常にいい

取り組みではあると思うんですけれども、

この認知症の予防効果分析、今後どのよう

に普及されようとしているのかというこ

とと、先ほどグループの参加申し込みとお

っしゃっておりましたけれども、どれぐら

いのグループを想定されているのかにつ

いて２回目お聞かせください。 

 二つ目に地域介護予防活動支援事業の

つどい場づくり活動補助金の内容と、今の

つどい場との違いということでお聞かせ

いただきました。今回のつどい場づくり活

動は、集会所を活用して気軽に集えるとい

うところでいきますと、私、一般質問でも

そういうことを言わせてもらったと思う

んですけれども、本当に私が頭に描いたつ

どい場に非常に近いといいますか、気軽に

交流の場ができるということで非常によ

い取り組みだと私は思います。 

 ではこれも、このつどい場づくり、さら

に活動を広げていく必要があると思うん

ですけれども、どれぐらいの団体といいま

すか、どれぐらいのつどい場づくりを見込

まれているのかということと、改めて活動

を始めようとするに当たりまして、何か条

件面とか、もし制約がございましたら、そ

のあたりもお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 質問３です。認知症サポーター等養成事

業ということで、平成３１年度の取り組み

をお聞かせいただきました。認知症サポー

ターというのは、認知症の高齢者に対する

理解を深めることを目的としていると私、

認識しております。先ほどご答弁もありま

したけれども、平成３１年度は、市の職員、

あと消防職員等々予定しているというこ

ともお聞かせいただきましたけれども、さ
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らにそれ以外ででも広げていくべきなん

じゃないかなというふうに思いますので、

そのあたりどのように考えられているの

かということをお聞かせください。 

 ２回目は以上です。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 ただいまのご質

問にお答えします。 

 まず、せっつはつらつ脳トレ体操のさら

なる普及ということでございます。ただい

まホームページにアップし、誰もが閲覧で

きて気軽に取り組んでいただけるように

準備中でございます。 

 また、効果分析を行いますことで、効果

があるということで、介護予防の推進とい

った視点からも普及啓発がしやすくなる

のではないかなと考えております。 

 また、これは今後いろんな場面で市民の

皆様にお願いしていくことにはなるんで

すけれども、人が集まる機会とか、会合等、

この脳トレのＤＶＤにつきましては、短編、

長編、いろいろな時間で区切ることができ

ますので、そういった意味では、いろんな

会合、待ち時間、いろんな場所でぜひご利

用いただきたいということでの周知も図

っていけるのではないかと考えておりま

す。 

 はつらつ元気でまっせ講座の対象グル

ープですけれども、昨年度は７グループを

対象に実施をいたしております。ただ、効

果分析は平成３１年度の事業ということ

になりますので、講座の開催については、

予定では７グループということで計上し

ておりますけれども、分析に時間を要する

ため、実際に効果判定ができるのは上半期

のグループと考えますと、４グループ程度

を対象としているところでございます。 

 ３点目の認知症サポーター養成講座に

ついてでございます。市が定期的に実施す

るもの、あるいは市の職員、それ以外にと

いうことでやはり地域で認知症の方、ある

いはそのご家族を支えるということにな

りますので、限られたそういった団体だけ

ではなくて、企業ですとか、以前にも郵便

局や、また大学とか幼稚園等でも実施をさ

せていただいているんですけれども、そう

いった幅広い年齢層、また地域に根差して

活動されているところ、例えば高齢者のつ

どい場もその一つに挙げられるかと思い

ますけれども、そのように余り対象を限定

せずに広くこつこつと実施できればいい

なと考えております。 

 以上です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、質問番号

２番目のつどい場づくり活動補助金の条

件と実施見込みについてでございます。 

 こちらにつきましては、条件として現在

確定しているのは、６５歳以上の方なら誰

でも参加できること、市立集会所で開催す

ること、お茶を飲み、おしゃべりをするな

ど気軽に参加できる場とすることでござ

います。せっつ高齢者かがやきプランの第

７期計画期間の残り２年間で公募するも

のとし、平成３１年度は市立集会所の半数

である２５か所分の予算を計上しており

ます。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは、３回目という

ことで全て要望とさせてもらいます。 

 まず質問一つ目の介護予防普及啓発事

業というところで見込まれている人数、普

及方法についてお聞かせいただきました。

本当に効果検証分析というのは、次のステ

ップに至る上では非常に重要でもありま

すし、まさにＰＤＣＡサイクルを回す取り
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組みかと思います。しかしながら認知症予

防という観点でいきますと、なかなか効果

としてあらわれない場合があるでしょう

し、また何をもって効果が出ているかとい

うのは判断が難しい場合、もしくは取り組

み頻度によって差が出てくると思います

ので、詳細なことはこれから決められると

は思いますけれども、いろいろと工夫しな

がら、ぜひ先ほどおっしゃってましたけれ

ども、粘り強く取り組んでいただければな

というふうに思います。要望としておきま

す。 

 質問２です。地域介護予防活動支援事業

というところで、つどい場づくり活動の見

込み、条件ですね、お聞かせいただきまし

た。集会所２５か所というところで、本当

にこのつどい場づくり活動というのは、現

行の委託されているつどい場を開催する、

あるいは参加するには少しハードルが高

い方々にとっては非常に有効だと思いま

す。気軽に行けるという意味でね。そうい

った意味では出不精になりがちの高齢者

の方は足を運ぶきっかけになったり、ある

いは気軽に話ができる仲間づくりになる

と思いますので、これもぜひ精力的に取り

組んでいただきますように要望といたし

ます。 

 それと三つ目です。認知症サポーター等

養成事業のところでの普及方法等々聞か

せていただきました。年齢等問わず幅広く

やりたいということで、本当に認知症とい

うのは、身近な病気でもございますし、よ

り多くの方々に正しい知識を習得してい

ただく必要があると思います。私もいろい

ろと新聞等を見てますと、他市では、吹田

市ですけれども、小学生向けの認知症サポ

ーター養成講座をやっているところもご

ざいますので、ご答弁にもありましたけれ

ども、ぜひ幅広い世代を対象にどんどん広

げていっていただけたらと思いますので、

これも要望としておきます。 

 以上で質問を終わります。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、１問だけお聞

きしたいと思います。予算概要１８４ペー

ジ、高齢介護課の認知症総合支援事業４４

２万８，０００円。今、光好委員も触れら

れましたけれども、これから高齢化が進み

ますと、どうしても認知症というのは、社

会の大問題になってくると思います。その

中でこの認知症総合支援事業、今回４４２

万８，０００円ですけれども、前年度６６

６万円に比べると大分下がっているよう

な気がいたします。それについてお教えて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 ただいまのご質

問にお答えいたします。 

 認知症総合支援事業につきましては、昨

年に比べて減額となってございます。こち

らにつきましては、この事業は平成３０年

度からの事業でございます。まず初年度と

いうことで、昨年度は広く市民の方に、認

知症について普及啓発を図るという目的

で、認知症予防のポイント、あるいは相談

窓口、認知症の症状の変化に合わせた医療

や介護サービスを示したガイドブックと

いうことで、認知症ケアパスという冊子を

作成いたしました。こちらの印刷製本費と

いうことで計上しておりましたので、平成

３１年度については、それを平成３０年度

に配布しているということで、作成をいた

しません。 

 また、このガイドブックですけれども、
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平成３０年１２月に全戸配布させていた

だいております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 今申し上げましたけれ

ども、これから時代は高齢化社会が急激に

進んできます。それに伴って認知症の方も

ますます、今後ふえると思います。潜在的

な認知症な方、現在認知症の方がいますの

で、その啓発活動をしっかりと取り組んで

いただきたいことを要望して終わります。 

○森西正委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、順次質問させ

ていただきたいと思います。 

 まず１番目ですけれども、大阪府地域医

療介護総合確保基金事業についてです。 

 予算概要１７８ページに記載がありま

すが、大阪府地域医療介護総合確保基金事

業１億８，６２３万円の中身についてご説

明ください。 

 それから２番目、介護予防・生活支援サ

ービス事業についてです。同じく予算概要

の１８２ページ、介護予防・生活支援サー

ビス事業の中で、平成２９年度から導入さ

れました訪問型サービスＡと通所型サー

ビスＣについて、その実績、それから成果

がどうであったのか、評価していただきた

いと思います。 

 それから３番目は、先ほど質問がありま

した介護予防普及啓発事業についてであ

りますけれども、これはしっかりと展開し

ていただきますように、これは要望として

重ねて要望しておきたいと思います。 

 ４番目、地域介護予防活動支援事業につ

いて。これも先ほど質問がありましたつど

い場の関係の話でございますが、現在５か

所でつどい場事業が展開されています。こ

のそれぞれの評価ですね、それから２０１

９年度に向けて、従来やってた５か所から

増設をされるというふうにもお聞きをし

ておりますので、新たな増設の計画をお聞

かせください、１回目。 

 それから５番目、包括的地域支援事業に

ついて、予算概要１８４ページ、包括的地

域支援事業の中で、今回人員の増員、増強

をされると思いますけれども、現行の体制

とあわせて説明をしていただきたいと思

います。 

 またＣＳＷ、コミュニティソーシャルワ

ーカーが、今年度から市役所にいらっしゃ

った方が社会福祉協議会に移ったと思い

ますけれども、その活動、実績についても

評価を説明いただきたいと思います。 

 それから６番目、生活支援体制整備事業

について。同じく予算概要の１８４ページ

です。 

 この生活支援体制整備事業の中で、今年

度に生活支援コーディネーターが配置を

されています。その活動と実績について。

また、２０１９年度の生活支援体制の充実

強化についてどのように考えておられる

のか、あわせてご答弁をお願いします。 

 ７番目、認知症総合支援事業について。 

 これは先ほど質問がありましたけれど

も、認知症総合支援事業で、認知症初期集

中支援チームの活動と実績、それから認知

症地域支援推進員の活動と実績について

説明をお願いしたいと思います。 

 次に、８番目の認知症サポーター等養成

事業について。これも先ほど質問がありま

したけれども、２０１９年度、また職員と

か、消防職員を対象に講座をされるという

ことでした。その目的も職務にそれを生か

していくという話でありましたけれども

そもそもこの認知症サポーターの養成で

すけれども、これは私どもも国のほうでも
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随分推奨をしておりますけれども、この育

成の目的ですね、当初の目的、そして今後

これをどんどん育成をされていくわけで

すから、どのように展開をされていくお考

えなのか、ご答弁いただきたいと思います。 

 ９番目に、地域自立生活支援事業につい

て。予算概要の１８６ページです。 

 これは配食サービス委託料です、中身は。

この配食サービスについて、現状どのよう

な体制で行われているのか、ご答弁いただ

きたいと思います。 

 １０番目、在宅医療・介護連携推進事業

について。予算概要では、１８６ページで

す。在宅医療・介護連携推進事業について、

２０１８年度で相談体制の実施とか、また

研修会の実施が図られました。また、在宅

医療・介護コーディネーターというのも配

置をされていますけれども、それぞれの活

動内容と実績について１回目答弁をお願

いいたします。 

 以上です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、私のほう

から質問番号の１番、２番、４番、６番に

ついて答弁を申し上げます。 

 まず１番目、大阪府地域医療介護総合確

保基金事業の内容についてでございます。 

 これにつきましては、地域の実情に応じ

た介護サービスの提供体制の整備を図る

ため、地域密着型サービスの介護施設等を

整備する事業者に対して、大阪府にかわっ

て市が間接的に補助金を交付するもので

ございます。平成３１年度は、せっつ高齢

者かがやきプラン第７期計画の中で整備

を計画しております小規模多機能型居宅

介護と地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護について、それぞれ３，９２０

万円、１億４，７０３万円の補助金を計上

しております。 

 続きまして、質問番号２番目、介護予

防・生活支援サービス事業の訪問型サービ

スＡと通所型サービスＣの実績について

でございます。 

 まず訪問型サービスＡにつきましては、

シルバー人材センターと布亀株式会社に

委託し、掃除、洗濯、衣類の整理、被服の

補修、買い物、薬の受け取りなどを行って

おります。現行の訪問介護サービスより簡

易な生活援助でございますので、サービス

単価も安く設定されております。利用実績

は、現在、各お一人でございます。 

 通所型サービスＣは、リハビリ専門職に

よる３か月、もしくは６か月の集中的な運

動指導等を行うもので、保健センターを指

定して実施しております。サービス提供前

に保健センター専門職が自宅を訪問して、

生活課題を把握し、サービス提供後にも自

宅を訪問し、状態の評価を行っております。

現行の通所サービスよりも、個々の状態改

善に向けたプログラムを行っていること

が特徴で、好評を得ております。利用実績

は、平成２９年度が２０人、平成３０年度

が１０月末までで２０人であり、最終的に

は平成２９年度の１．５倍ぐらいになるの

ではないかと思っております。 

 続きまして、つどい場事業でございます。

こちらについての評価でございますが、今

５か所ございますけれども、それぞれの団

体が創意工夫を凝らして開催されており、

非常に参加者から好評を得ております。ま

た、平成３０年６月の震災以降ですが、こ

の場が参加者の安心感につながったとい

うようなお声もございました。スタート時

には１０か所を目指しておりましたが、２

０１９年度の増設計画につきましては、４

月から２か所新たに開設することになっ
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ておりまして、１か所が一津屋２丁目の第

３０集会所、もう一つが別府２丁目の第４

３集会所でございます。 

 続きまして、生活支援体制整備事業の生

活支援コーディネーターの活動実績と今

後ということでございます。 

 こちらにつきましては、高齢者が住みな

れた地域で暮らし続けられるよう、生活支

援や介護予防のサービスの提供体制や高

齢者を支える地域づくりを進めるため、平

成３０年４月に生活支援コーディネータ

ーを配置いたしました。高齢介護課職員１

名と社会福祉協議会職員２名が担ってお

ります。平成３０年度は市内を回り、高齢

者が参加する活動場所を訪問して、活動団

体や内容を把握してまいりました。この情

報を中学校区別に冊子にまとめ、発行する

予定でございます。 

 また、今月には地域団体や介護関係機関

などが集まって、生活支援・介護予防の新

たなサービスなどを考える会議として協

議体を立ち上げることとなっており、その

コーディネートも今後行っていく予定で

ございます。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 それでは、５点の

質問にお答えさせていただきます。 

 まず質問番号５番です。包括的地域支援

事業についてでございます。現行の体制と

あわせて説明ということでございます。 

 地域包括支援センターにつきましては、

人員の配置ですけれども、６５歳以上の高

齢者、おおむね３，０００人から６，００

０人に保健師と社会福祉士、主任ケアマネ

ジャー、この３専門職種を各１名ずつ配置

ということが規定されております。平成３

０年度は保健師等３名、社会福祉士４名、

主任ケアマネジャーが４名という体制で

ございました。平成３１年２月末現在で、

６５歳以上の高齢者数が２万２，０１０人

ということで、２万２，０００人を超えま

したことと、あわせて後期高齢者が増加し

ておりますので、やはり相談等も多岐にわ

たっております。そういった意味で、平成

３１年度は、３名でありました保健師を１

名増員して、各３専門職種それぞれ４名ず

つの体制ということで上げさせていただ

いております。 

 質問番号７番の認知症総合支援事業に

ついてでございます。 

 まず、認知症初期集中支援チームの活動

と実績でございます。認知症初期集中支援

チームは、認知症の初期の人の重度化防止

に取り組むということと、適切な医療や介

護サービスにつながるように社会福祉士、

保健師、認知症サポート医からなる専門職

のチームで、訪問などの対応を早期に図る

ものでございます。こちらにつきましては、

今年度まだ年度途中ということにはなり

ますが、現在１４名の方に相談支援を行い

ました。 

 続きまして、認知症地域支援推進員につ

いてでございます。こちらの推進員は、認

知症になっても住みなれた地域で生活を

継続できるように関係機関の連携のネッ

トワーク構築を図るとともに、効果的な支

援事業について推進をしていくものでご

ざいます。この推進員につきましては、高

齢介護課の保健師、社会福祉士が担当して

おりまして、まず認知症施策について検討

を行います認知症支援プロジェクトチー

ムというのがございます。こちらの運営、

あと昨年作成いたしました認知症ケアパ

ス、こういったものをこのプロジェクトチ

ームで検討をいたしましたり、あるいは認

知症の市民公開講座の開催、あるいは認知
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症カフェの開設推進等、認知症の高齢者の

方が住みなれた地域で暮らしやすいまち

づくりを推進する、こういうような事業に

取り組んでおります。 

 続きまして質問番号８番の認知症サポ

ーター養成講座についてでございます。 

 認知症サポーターにつきましては、養成

講座をお受けいただいた後、認知症につい

ての正しい理解を持っていただきまして、

できる範囲で認知症の人とその家族を支

援するというのが大きな目的でございま

す。したがいまして、認知症サポーターの

方をどんどん地域でふやしていく。それが

優しい地域づくりにつながるというふう

に考えております。認知症サポーター養成

講座をご受講された後に、認知症支援ボラ

ンティアグループということで、ボランテ

ィアのグループを立ち上げていただいた

ようなこともございます。そういった認知

症支援のボランティアグループが施設に

行かれて、認知症の方の傾聴ですとか、あ

るいは認知症カフェというようなものも

実際に展開していただいておりますので、

そういった意味では、サポーター養成講座

を受けられた方が後々そういった地域で

活動していただけるような展開が望まし

いと思っております。 

 続きまして、質問番号９番の配食サービ

スについてでございます。 

 配食サービスにつきましては、平成２９

年度に比べますと、正式な数ではございま

せんが、昼食につきましては、現在１か月

当たりで５０名、夕食は２か所、せっつ桜

苑ととりかい白鷺園に配食を委託してお

ります。こちらについては、それぞれせっ

つ桜苑が３７名、とりかい白鷺園が２７名

ということで、平成２９年度に比べて増加

しているという状況でございます。 

 質問番号１０番の介護医療連携に係る

質問でございます。 

 これにつきましては、研修会ということ

で、在宅医療、介護関係者の顔の見える関

係づくりということで、多職種連携研修会、

こちらのほうを従来より取り組みを進め

ております。平成３０年度につきましては、

平成２９年度に開催いたしました研修会

のさらなる充実ということでチームステ

ップスといいまして、チームでよりよいケ

アをということで、介護、医療の職員が皆

さんチームという視点から介護を考える

ということで、そういう研修会を１回と、

ＡＣＰといいまして、人生会議とも言われ

てますけれども、そのような研修会を１回

開催しております。平成３０年度は合計２

回の開催をいたしました。 

 それともう１点、平成３０年度から在宅

医療介護連携を図りますコーディネータ

ーを医師会に委託をして配置をしていた

だきました。このコーディネーターの実績

といたしましては、医療機関からのご相談

を受けていただく、あるいは介護保険事業

者から医療に関するご相談を受けていた

だくというふうな役割を担っていただく

ものでございます。具体的な相談件数とい

うことではないんですけれども、実際には、

このコーディネーターが介護の事業者、あ

るいは医療機関等をご訪問いただきまし

て、実際にどのようなことで困っているか

等の相談等について、待ちの姿勢ではなく

て、アウトリーチをしながら取り組んでい

ただいたというように、平成３０年度の実

績としてはお聞きをいたしております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ご答弁いただきました。

非常にだんだん高齢化社会が進んでいく
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中で、特別養護老人ホームの要望なんかも

大変よく聞くわけでございますけれども、

だんだん深刻になっていってる中で、大変

大事なこの取り組みがされているわけで

すけれども、まず１番目の施設整備の費用

になっていますけれども、安威川以北に小

規模多機能型居住介護施設を設置と、それ

から同じく安威川以北に地域密着型介護

予防老人福祉施設を設置をするという予

定になっているところですけれども、これ

せっつ高齢者かがやきプランの今第７期

です。第６期のときにも計画があったけれ

ども、未整備になっているということでご

ざいました。本当に老人ホームに入りたい

という人はたくさんいらっしゃって、なか

なか入れないという現状になっています

ね。これまでの経過となぜ第６期の計画で

できなくて、こういう状況になっているの

かということも原因も踏まえて説明いた

だきたいと思います。 

 これは事業所が手を挙げてくれなかっ

たという単純な話になりますけれども、そ

ういうことも踏まえて、見据えて、事業所

が手を挙げてくれやすいような何か手だ

てを考えられているのかということもあ

わせてご答弁ください。 

 ２番目の介護予防・生活支援サービス事

業についてであります。 

 先ほど評価、実績を述べていただきまし

たけれども、特に訪問型サービスＡの利用

者は１人であるということでございまし

て、シルバー人材センターと布亀株式会社

のところが受け皿となっているわけです

けれども、今後やっぱり利用してもらうた

めに、何かやっていかないといけないんだ

ろうなと思うんです。この利用が進まない

原因というのは一体どこにあるのかとい

うことをご答弁いただきたいと思います。 

 それからせっつ高齢者かがやきプラン

の中では、通所型サービスＢも地域の実情

を見て、実施を検討していくというふうに

記載されていますね。これは実施可能な状

況というのはどういう場合に実施可能と

判断されるのか。現状は今どうなのかとい

うこととあわせてご答弁いただきたいと

思います。 

 ４番目、地域介護予防活動支援事業につ

いてであります。つどい場について今回は

２か所増設をされるということで７か所

になると。それからこのつどい場づくり活

動補助金については、先ほど２５か所分の

予算をとっているということでございま

した。これはしっかり進めていただきたい

というふうに期待をしておりますので、ぜ

ひ多くのつどい場ができてくるように期

待しておきたいと思います。こういう場所

にも、認知症サポーター養成講座を受けた

方ね、認知症サポーターなんかもこういう

ところに、じゃあ、私たちも参加しましょ

うとか、やりましょうかみたいなことで、

どんどん絡んでいっていただいて、広がっ

ていただくことが本当に望ましいなと思

っているんですけれども、そういうことも

考えていただきたいなと思います。これは

要望としておきます。 

 それから５番目の包括的地域支援事業

についてでありますけれども、先ほどＣＳ

Ｗの話が抜けてましたね、ＣＳＷの活動に

ついてお願いしたいと思います。 

 よく活動していただいていると思って

います、地域包括支援センターね。本当に

いろいろ相談にも乗っていただいていま

すし、積極的に活動していただいているこ

とは私も評価をしているわけですけれど

も、今大体は安威川以北と以南にチームを

分けておられると思うんですけれども、今
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言われたように、だんだん後期高齢者もふ

えてきました。今回それで人員もふやされ

たということだと思うんですけれどもね。

そうしますと、これから２０２５年に向か

ってさらに多く作業量がふえてくると思

いますけれども、今後この２地域に分かれ

ている体制については、どのようにさらに

充実させていかれることになるのか。これ

を４チームにするとか、もしくは２チーム

だけで人員をふやしていくような形にす

るとか、そういうことも見通しがあるなら

ば教えていただきたいと思います。 

 それから６番目、生活支援体制整備事業

についてであります。 

 先ほどの活動形態はよくわかりました。

それで、２０１９年度では、独自のポータ

ルサイトの構築をされるとなっています

けれども、その中身についてご答弁いただ

きたいと思います。 

 それから７番目の認知症総合支援事業

についてでありますが、これも活動につい

てはよくわかりました。さまざまにやって

いただいていると思いますので、さらに取

り組みをしていただきますようお願いし

たいと思いますが、私もそうですけれども、

非常に注目をされています。認知症の初期

の段階でしっかり手当をしていこうとい

うことですから、これは非常に大事な取り

組みであったと思っているわけですけれ

ども、こういった取り組みの中にも、先ほ

どありました認知症サポーターも含めて

もっともっと協働で進めていけるような

体制をつくっていくことも考えられると

思うんですけれども、そういう今後の広が

り、取り組み、展開について考えがあれば

教えていただきたいと思います。 

 それから８番目の認知症サポーター等

養成事業についてでございますが、できる

範囲で認知症の人やその家族を支援しよ

うということで、できるだけ多くの方に受

けてもらうということで進められている

ということでございます。これはこれで大

変いいことだと思うんです。私も実は受け

ました。限られた時間の中で本当にそのエ

ッセンスの部分だけを教えてくれはって、

時間が限られていますから、後は家で読ん

でおいてくださいという感じになったん

ですけれども、そのときはそういうふうに

思っていますけれども、時がたてばだんだ

ん薄らいでいくというか、弱っていくとい

うか、そういう部分は人間はえてしてある

ものですから、やっぱり認知症サポーター

を受けるだけではなくて、次の段階に進め

ますよというコースがあってもいいなと

私は思うんです。もう少し専門的に時間を

かけてスキルアップしましょうというコ

ースもあってもいいと思うし、先ほど言い

ましたように、じゃあ何か手伝えることが

あったらお手伝いしましょうと、先ほどの

つどい場をやりましょうかとか、そういう

方がどんどん出てくるとかいうふうに全

部が同じように薄く広くというのではな

くて、中には頑張ってもらえる方も出てく

ると。ほほえみの会とか、楽楽カフェとか

やっていらっしゃる方もよく知っていま

す。頑張っていただいているからね。そん

なんが次々が出てくるような、３，０００

人以上今いらっしゃいますからね。そうい

う取り組みもやっぱり市としては考えて

いったらどうかなと思うんですけれども、

そういうことについて、お考えを教えてい

ただきたいと思います。 

 それから地域自立生活支援事業の配送

サービスでございますけれども、これも先

ほど言ったように、どんどん高齢者のひと

り暮らしがふえていっている中で、ニーズ
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をどのように把握をされているのか。希望

が多ければ、限定何食までやからあそこで

いっぱいですというふうなことになりま

すわな。それ以上は申し込んでもらっても

だめですと、こういうふうになるわけです

けれども、これもニーズをどのように把握

されて、今後はどういうふうにそれを反映

していくような取り組み、柔軟な視点があ

るのかないのか、これも教えてください。 

 それから１０番目になりますが、介護と

医療の連携ですね、先ほど取り組みを言っ

ていただきましたけれども、これは非常に

大事なことだと思っておりまして、今、地

域包括ケアシステムというふうに国のほ

うから言われておりますけれども、こうい

う高齢者かがやきプランをつくっていく

のは、ここがやっぱり肝だと思っています。

医療と介護がうまく連携をしてやってい

くことになると思うんですけれども、まだ

まだ始まったばかりだと思うんです。もっ

ともっと力を入れていかなあかんと思う

んですけれども、現状、到達点から比べた

らどれぐらいまで進んでいるのでしょう

か。そして今後、平成３１年度はこうです

よ、平成３２年度はこうですよということ

で、この高齢者かがやきプランでは、２０

２５年のときには、達成というか、形をつ

くっていかなあかんということになって

いますから、そういうものについて、目標

から逆算をしていくようなことになって

いくのか、ご答弁いただきたいと思います。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、私のほう

から３点のご質問にお答えをいたします。 

 まず１点目でございます。地域密着型サ

ービスの整備状況についてでございます。 

 こちらにつきましては、第７期計画の１

年目に当たる平成３０年度に小規模多機

能型居宅介護と地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の２施設について募

集を行いました。問い合わせはございまし

たけれども、応募には至っていない状況で

ございます。地域密着型サービスはまさに

小規模であるため、経営が難しいであると

か、市内に適切な整備場所を探すことが難

しいというような状況であるかと思いま

す。今後参入しやすい手だてということで

ございますけれども、安威川の以北圏域の

整備ということで計画はしておりますけ

れども、整備圏域の条件を緩和するなどし

て引き続き募集を行ってまいりたいと考

えております。また第８期の計画を策定す

るに当たって、改めてせっつ高齢者かがや

きプラン審議会で審議していきたいと考

えております。 

 続きまして、介護予防・生活支援サービ

ス事業についての利用が進まない理由と

いうことで、訪問型サービスＡについてで

ございます。 

 こちらの事業は平成２９年度からスタ

ートし、丸２年を迎えております。現行の

訪問介護サービスを受けておられた方は

引き続きそちらのほうを利用されている

方が多いと思います。新規の方にこのサー

ビスを利用していただくためには、もう少

し周知が必要であるのではないかと考え

ております。 

 通所型サービスＢについてでございま

す。こちらにつきましては、住民等のボラ

ンティア、ＮＰＯが主体となり自発的に運

営する通所型の予防事業のことでござい

ます。現在、摂津市におきましては、通所

型サービスＢの実施については検討中で

ございまして、引き続き、地域の助け合い

やボランティアの状況を調査してまいり

たいと考えております。 
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 続きまして、社会資源を掲載するポータ

ルサイトの構築についてでございます。 

 こちらにつきましては、高齢者のための

社会資源情報を提供するポータルサイト

を構築するものでございます。介護保険事

業所や医療機関、高齢者の生活を支援する

活動などの情報を把握し、発信してまいり

ます。また、介護事業者向けのクローズド

サイトもございまして、摂津市や国からの

情報や事業者同士の連携に役立つ情報の

発信にも活用してまいります。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 質問番号５番に

ついてでございます。先ほどＣＳＷの活動

について実績がお答えできておりません

でした。ＣＳＷの活動の実績につきまして

は、こちらで今、把握ができておりません

のでお答えできない状況でございます。た

だ、ＣＳＷが社会福祉協議会に移りまして、

地域包括支援センターと同じ組織でござ

いますし、いろんな意味で連携というのは

とりやすくなっているというふうに認識

をしております。 

 またもう１点の今後の地域包括支援セ

ンターの箇所数といいますか、圏域につい

てということでございます。 

 高齢者かがやきプランにおいては、生活

圏域を２圏域ということで安威川以北、安

威川以南ということで計画は立てており

まして、第７期において安威川以南の設置

を目指しますということで計画には書か

せていただいております。ただ生活圏域が

包括の箇所数とイコールかどうか、それぞ

れの市民の方の行動のパターンもあると

思われますので、地域包括支援センターの

箇所数、今後の設置等につきましては、検

討を重ねてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

 質問番号７番の認知症総合支援事業に

ついてでございます。 

 認知症サポーターと協働でいろいろな

事業を進めていくのがよいのではないか

というご提案をいただいております。認知

症サポーターとなっていただいた方は意

識の高い方と考えられると思いますので、

そういった意味では、認知症プロジェクト

チームの中でいろんな事業を企画検討し

てまいりますので、そういったところで認

知症サポーターにもご協力いただけるの

かどうなのかといったあたりも検討をし

ていく必要があると考えております。 

 認知症サポーター養成講座ということ

で同じようなお答えになってしまうんで

すけれども、質問番号８番につきましても

やはりサポーターとなるだけではなくて、

その先に進めるいろいろなコースがある

ということは受けられる方にしましても

大変励みになることには違いないと考え

ます。受けられた後に、何かメニュー提示

ができるようなことがあれば、気分的に、

講座を受けられたときは、やはり理解、知

識を深めていただいた折でございますの

で、何かメニュー提供ができるような形を

考えていけたらというふうに思っており

ます。 

 質問番号９番でございます。配食サービ

スのニーズ把握をどのようにしていくの

かということでございます。今おっしゃら

れたように、各昼食、夕食につきましては、

定数が決まっておりますので、それ以上は

現在お受けできないというようなことも

起こり得ております。市民全体のニーズが

どの程度あるのかというようなことにつ

きましては、現在は把握できていないのが

現状でございます。また、配食サービスに

つきましては、民間の事業所というのもか



－15－ 

なりふえてきております。そういった意味

では、市のほうが配食サービスとして実施

する意義を改めて考えながら、今後の展開

については考えていけたらというふうに

思います。 

 質問番号１０番の介護医療連携につい

てでございます。 

 目標に対して今の到達点はどれぐらい

かということについてはお答えがしにく

いところでございます。今、介護医療の連

携は、連携シートというものを用いまして、

一人一人の対象者についてですけれども、

ファクスなどで、ドクターとの連携をとり

やすいようにということで様式の統一化

を図りまして、積み重ねをしているところ

でございます。また、研修会の開催に当た

りましても、介護保険の事業所や医師会、

歯科医師会、薬剤師会、地域包括支援セン

ター、また茨木保健所という、多職種での

開催もしております。現在の課題というあ

たりは、先ほどのコーディネーターに、十

分いろいろ見つけて来ていただいており

ますので、見えてきた課題を大事にしなが

ら解決をどのような方法で図るかという

ことを議論をしていけば、目標に近づいて

いけるのではないかというふうに考えて

おりますので、そういった会議等も活用し、

大事にしながら目標に向かって進んでい

けたらと思っております。 

○森西正委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ありがとうございます。 

 ３回目の質問になりますが、１番目のそ

れぞれの施設の問題ですけれども、まだま

だ待機者も多いんですよね。老人ホームに

入りたいんだけれども入れない方も多い

です。サービス付き高齢者向け住宅、いわ

ゆるサ高住がまたいろいろ問題にされて

いましたけれども、新聞にも載っていまし

たけれども、そういう待機をされている方

がどちらかというと今、サ高住に流れてい

っているということで、市内にありますけ

れども、今８つあるんですかね、結構そう

いう意味では、本来なら老人ホームに入れ

るぐらいの方でもサ高住に入っておられ

る方も結構いらっしゃるのではないかと

いうふうに思うわけですけれども、そうい

った把握、認識はどのようになっています

か。本市はちゃんと把握をされているのか

どうか、認識をお伺いしたいと思います。 

 それから２番目ですけれども、これは訪

問型サービスＡの部分については、なかな

か２年目に入っても、こういう現状という

ことであれば、本当に必要だったのかとい

うことまで言われるので、その辺はどこか

で評価をしないといけないとは思います

ので、周知をされるということでしたけれ

ども、これ恐らく、高齢者かがやきプラン

をつくられる方が従来どおり計画をつく

られるんだろうなというふうに思うんで

すけれども、使い勝手の面とかいろいろあ

るんだろうと思いますけれども、それもど

こかで評価をしてもらうよう、お願いした

いと思っています。 

 つながりのまち摂津ということで非常

に取り組みを進めていっています。これは

大事なことですし、そういう意味では、こ

の通所型サービスＢというのは、民間での

ボランティアということになっています

けれども、こういう部分も視野に入れて、

これは直ちにしてくださいということで

はありませんけれども、つながりのまち摂

津という意味で、これからの介護、地域包

括ケアシステムというものは、実はこの地

域のつながりをもとに組み立てていこう

ということになっていますから、非常に大

事な部分ですので、そういうことも踏まえ
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てしっかり検討していただきたいという

ことで、これは要望しておきたいと思いま

す。 

 ４番目、つどい場ですね。これは先ほど

言いましたように、認知症サポーターなど

いろんな方としっかり連携して、これはぜ

ひ成功させていただきたいと思いますの

で、これは要望しておきたいと思います。 

 ５番目の包括的地域支援事業について、

ＣＳＷも大変よく動いてやっていただい

ていますよ。私も大変評価をしております。

うまくすみ分けをして、地域包括支援セン

ターでかかわっている方は、ＣＳＷはかか

わらないけれども、そこまでつなぐとか、

そういうところをうまくすみ分けをしな

がらかかわっていただいています。これは

これからもしっかりと活動していただけ

ますようにお願いをしておきたいと思い

ます。 

 そして地域福祉計画の見直しをこれか

らやっていくということでございますの

で、社会福祉協議会の地域ささえあいプラ

ンというのもあわせて改正をするという

ことでありますから、そういうことと恐ら

く密接に関係をしてくると思うんですね、

この地域を二つに分けているということ

についても関係があると思いますので、と

にかく介護難民を出さないように、しっか

り体制ができるように、これは検討をお願

いしておきたいと思います。これは要望と

しておきます。 

 それから６番目、ポータルサイト、今回

初めて立ち上げるということでございま

すから、より実効性のあるポータルサイト

となるように取り組んでいただけますよ

う要望としておきます。 

 そして７番目、認知症サポーターにつき

ましては、ぜひともそういう多角的にとい

うか、スキルアップのことも考えていきた

いという話でございましたので、より活躍

ができるような場もつくっていただいて、

そしてスキルアップもできるような場も

つくっていただいて、恐らくこのつながり

のあるまちの介護や認知症とかの面では、

この方たちはある意味では中心になって

いけるような人になると思うんですね。そ

ういう意味では、しっかり光を当てて、体

制づくりも含めて検討いただけますよう

に、これも要望しておきたいと思います。 

 それから９番目、先ほど配食サービスに

ついては、民間もありますということでご

ざいました。ちょっと高いんですね、民間

は。だからその辺のこともよく把握をして

いただいて、そういう方たちは、既に配食

を受けられている方もいらっしゃいます

からね。ただ、なかなかもっと安価じゃな

いとなかなか受けられないという方もい

らっしゃるので、そういう方たちのニーズ

をできるだけ把握をして、申し込みたいけ

ど申し込めないというふうなことになら

ないように把握をして展開をしていただ

きたいということを要望しておきたいと

思います。 

 最後に、在宅医療と介護の関係でござい

ますけれども、一番大事な肝の部分だと思

っていますから、なかなか難しい部分かも

しれません。恐らく医療も、それから薬剤

師もそうですね、栄養士もそうだと。いろ

んな関係する人たちがいらっしゃると思

うんです。そういう人たちもやっぱり連携

をしていかないといけないと思いますの

で、その肝になるのは、この介護と医療だ

と思いますので、そういうこともしっかり

踏まえて構築していっていただきますよ

うに、これも要望としておきます。 

○森西正委員長 荒井課長。 
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○荒井高齢介護課長 それでは、サービス

付き高齢者住宅についての課題というこ

とでお答えいたします。 

 サービス付き高齢者住宅に、本来であれ

ば特別養護老人ホームに入るような要介

護度の重い方が入所されているという社

会問題につきましては、認識しております。 

 摂津市としましては、平成３１年度にど

のような方が実際に市内のサービス付き

高齢者住宅に入所されているか、実態調査

を行いたいと考えております。 

○森西正委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ぜひ実態調査をしてい

ただいて、そういうことも視野に入れた上

で、そして計画を進めていって、施設の設

置についてもしっかりと取り組んでいた

だきたいということをお願いをしまして、

質問終わります。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、介護保険の問

題について質問させていただきます。 

 まず１点目、特別会計の予算書の１４ペ

ージです。款６繰入金、項２基金繰入金で

あります。 

 今年度末の基金がどれぐらいになるの

か。介護保険の３か年の計画は２０１８年

度が初年度、２０１９年度が真ん中で、２

０２０年度が最終という第７期せっつ高

齢者かがやきプランの計画だと思うんで

すけれども、２０１８年度、初年度はちょ

っと黒字が出ると。２０１９年度、真ん中

でとんとんで、２０２０年度、最後は赤字

になるけれども、最初に出た黒字をそこに

当てはめてという事業計画だと思うんで

すけれども、その見込み、２０１８年度は

どうなのか。今度予算を立てておられるわ

けですけれども、２０１９年度、これはと

んとんになる予定の年ですけれども、そう

いう予算になっているのかどうかという

ことについて、お聞かせください。 

 それから次、先ほど藤浦委員も言ってお

られました施設整備の問題です。 

 先ほど藤浦委員がおっしゃっていたの

は、施設の整備のための、建設とかいろん

な問題についての補助金ということやと

思うんですけれども、せっつ高齢者かがや

きプランで、その施設ができた場合に、そ

の施設を使ってのサービス給付費、これが

見込まれております。平成３０年度、平成

３１年度はゼロということですけれども、

平成３２年度になって発生するという形

で書かれていると思います。せっつ高齢者

かがやきプラン第７期の１１７ページで

すね。第６期はこれがもっと早い時期から

サービス給付費が見込まれてたと思うん

ですけれども、なかなか施設の建設が難し

いと。事業者が手を挙げてくれるのが難し

いということで、最終年度にそれができ上

がるという計画でこの給付費の見込みが

組まれてると思うんですけれども、今の状

況で、先ほど平成３０年度に募集をしたけ

れども手が挙がらなかったというふうな

お話でした。この給付費がこのとおり実行

できるというふうになるためには、どうい

うスケジュールで進めないといけないの

かという点についてお答えいただきたい

と思います。いつまでに事業者を決定して、

建設するためにはその期間も要りますね。

ここから募集をかけて、サービスを利用し

はるということが、この平成３２年度には

始まるという計画なわけですから、その見

込みですね、教えていただきたいと思いま

す。 

 それから３番目、今度は保険料のことで

す。この第７期の保険料、基準月額５，７
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９０円です。これは本人が非課税で世帯に

課税の方がいらっしゃるという場合だと

思いますが、大変高いと。よくお話聞くん

ですけど、年金は下がる一方なんだけど、

後期高齢者医療保険や国民健康保険料も

もちろん高いんだけれども、介護保険料が

高い。ほとんどの方は天引きという形にな

るので、残ってくるお金が年金として振り

込まれるので、すごく引かれてるという感

じが強いというふうにおっしゃってます。

非課税の方でこの基準額で１万円をとう

に超えてるわけですけれども、２か月に１

回の年金の振り込みですからね。これから

こういう非課税の方に対して、消費税が増

税をされるということになると、余計に負

担が大きくかかってくると思うんですけ

れども、これに対しての措置というような

ことを考えられているのかどうか。これを

教えていただきたいです。 

 それから４番目です。そういう介護保険

料が高くて生活がしんどいという方に対

して、摂津市は独自の減免制度をつくって

おられると思います。前の決算審査のとき

の質問でお答えいただいて、３年間、平成

２７年度、平成２８年度、平成２９年度、

それぞれ１５人、１４人、１３人ですか、

十数人ということです。この平成３０年度、

災害もあったわけですけれども、この独自

減免とか国全体の減免制度もありますけ

れども、減免の利用者は一体どうなってい

るのかということについて、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 どういう人が減免に当たるのか。どんな

減免なのか、対象者どれぐらいかというの

もあわせて教えてください。 

 次に、先ほど藤浦委員からの質問で取り

上げられておられましたけれども、総合事

業の中で訪問型サービスＡというのが導

入をされています。今、布亀株式会社とシ

ルバー人材センターとそれぞれ受けてお

られて、利用は１名ずつだということであ

りました。 

 周知徹底を図るというふうなお話だっ

たと思うんですけれども、何度も何度も、

この総合事業の質疑の中で、私、確認をし

てきたことがあります。やはり要支援の方

というのは、きちんと認定を受けて、専門

的な支援が必要ということで判定をされ

た方であるということです。ここに対して、

支援がまだ要らないという方の場合はい

ろんな事業を展開されてて、先ほどからた

くさんお話が出てきましたけれども、サポ

ートのやり方とか、それから元気な高齢者

が元気であり続けられるような、そういう

事業展開というのはたくさんしておられ

て、それはそれですばらしいことだと思っ

てます。評価しておりますけれども、支援

が必要だという判定が出た、その方々に対

しては、やはり現行相当のしっかりとした

専門的な支援ということを受けていただ

くことが、重症化を防ぐということにつな

がると思うんです。安かろう悪かろうのサ

ービスということを広めている、そういう

ほかの市町村もありますけれども、摂津市

はそうではなくて、現行相当の専門的なサ

ービスを要支援の方にはきちっと受けて

いただくことができるということを、ずっ

と答弁をされていらっしゃったと思うの

で、そこの姿勢について、再度確認したい

と思うので、お答えください。よろしくお

願いします。考え方の問題ですね。チェッ

クリストと介護認定の問題も何度もご質

問させていただいてますけど、もう一度確

認したいと思いますので、それについても

考え方、言っていただきたいと思います。 

 それから、平成３０年度補正予算の予算
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書６ページに、保険者機能強化推進交付金

というのが出てきます。これについて、こ

れがどういうものなのか。摂津市で今どん

なことをこれについてされているのかを

教えていただきたいと思います。 

 以上、６点です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、今のご質

問６点のうち、私のほうから５点をご答弁

申し上げます。 

 まず、基金についてでございます。 

 介護保険給付費準備基金積立金につき

ましては、平成３０年度末の基金残高でご

ざいますけれども、６億６，４９７万８，

９８６円になる予定でございます。 

 そのうち、平成３１年度の末に事業計画

により、９，３２６万５，０００円を取り

崩す予定となっております。 

 続きまして、２番目の施設整備スケジュ

ールは飛ばしまして、１０月からの保険料

軽減強化にかかる対応ということでござ

います。 

 現段階でわかっている内容ということ

で、２０１９年１０月の消費税率１０％へ

の引き上げに合わせて、低所得者の保険料

軽減強化が行われる予定でございます。２

０１９年度は、２０２０年度以降の完全実

施時における軽減幅の半分の水準で実施

されます。 

 具体的には、保険料基準額に対する割合

を第１段階は０．４５を０．３７５に、第

２段階は、摂津市の場合ですけれども、０．

７を０．６に、第３段階につきましては０．

７５を０．７２５に変更予定でございます。 

 なお、２０２０年度以降の完全実施時に

は、第１段階が０．３７５から０．３に、

第２段階が０．６から０．５に、第３段階

が０．７２５から０．７に変更される予定

となっております。 

 また、対象人数ということでございまし

たけれども、平成３１年２月末時点での段

階別の人数ということで、第１段階の方が

４，３４２人、第２段階の方が２，００１

人、第３段階が１，９６４人となっており

ます。 

 続きまして、保険料減免についてでござ

います。 

 まず、市独自の減免制度の内容としまし

ては、世帯全員が非課税で、特に生活が困

窮されており、必要要件に全て該当する方

を対象に、申請により第２段階または第３

段階に定める額を、第１段階に引き下げる

ものでございます。 

 まず、収入要件といたしまして、一人の

世帯の収入が１２０万円以下で、世帯員が

一人ふえるごとに５０万円を加算してお

ります。 

 資産要件としましては、世帯員全員が居

住用以外の土地や家屋を有していないこ

と、及び預貯金の合計額が３５０万円以下

であることでございます。 

 扶養要件としましては、世帯以外の方の

扶養親族になっていないことでございま

す。 

 これにつきましても、第２、第３段階の

方の人数は先ほど申し上げましたとおり

で、第２段階の方が２，００１人で、第３

段階の方が１，９６４人となっております。 

 市独自の減免を受けた人数ということ

ですけれども、平成２８年度が１４人、平

成２９年度が１３人、平成３０年度につき

ましては現時点でございますけれども、１

５人となっております。 

 また、市独自以外の減免ということです

けれども、こちらにつきましては、災害や

著しく収入が減ったという方、大きくいえ
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ばそういうことになるんですけれども、こ

ちらにつきましては、実績としまして、災

害減免ですけれども、こちらは平成２８年

度が２人、平成２９年度が５人、平成３０

年度は今の時点ですけれども、５人という

ことになっております。 

 失業減免、今年度ございまして、今のと

ころお一人ということです。 

 震災による減免ということであったか

と思いますけれども、地震・台風というこ

とではなくて、全て火事によるものという

ことになっております。 

 総合事業に対する考え方ということで

ございます。 

 総合事業は、市町村独自の事業であって、

多様な社会資源や多様な主体を活用した

生活支援サービスを提供するものという

ことになっておりますけれども、市の方向

性としましては、要支援１・２の方が利用

できるサービスの選択肢がふえるよう、あ

くまでご希望に沿ったサービス利用がで

きるようにという視点でもって、地域包括

支援センターやケアマネジャーを通じて

周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 また、チェックリストにつきましてです

が、チェックリストは要支援認定を受けて

いる更新対象者のみ、本人の希望によって

利用できるものということには変わりな

く、平成２９年度の利用者は３人となって

おります。 

 続きまして補正予算のほうに入ります

けれども、保険者機能強化推進交付金の内

容についてでございます。 

 こちらは、市町村がその保険者としての

機能を発揮し、自立支援・重度化防止に資

する取り組みを推進するために、平成３０

年度にできました新たな交付金でござい

ます。 

 摂津市の取り組みということでござい

ますけれども、取り組みに対する評価指標

が６１項目示されておりまして、その達成

状況と、１号被保険者数に応じて交付され

る仕組みとなっておりますので、この評価

指標の項目が実現できるように取り組ん

でおります。 

○森西正委員長 川口部参事。 

○川口保健福祉部参事 質問番号２番、施

設整備のスケジュールについてのご質問

でございます。 

 これにつきましては、せっつ高齢者かが

やきプランの１１７ページにございます

平成３２年度の給付額、ここの金額は一応

４月から３月までの１年間の給付費とい

うことで計上しておりますので、実際には

平成３０年度中には遅くとも事業所が決

定されている必要があるというスケジュ

ールでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ２回目の質問をさせて

いただきます。 

 まず、基金の問題からです。１番です。

基金がどんどんとふえていっているとい

うことです。第５期は平成２４年度、１億

２，０００万円ほどだったんです。次の平

成２５年度が１億３，５００万円ですか。

平成２６年度、１億６，３００万円。どん

どんふえていってるんですが、次、第６期。

第６期に入ってからは、さらにふえ方が大

きくなってきて、平成２７年度２億８，０

００万円、平成２８年度は３億円超えまし

て、平成２９年度が３億５，９００万円で

すから約３億６，０００万円ぐらいです。

それが平成３０年度末で３億６，０００万

円を超えるという金額だったと思います。
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本当に基金がどんどんどんどんと膨らん

でいってる。 

 先ほど言いましたように、保険料は非常

に高くて、皆さんはつらいというお声を上

げておられる。そういう中で、この基金が

膨らんできていることの理由として、施設

整備がやはりできていないということが

何度も答えとして上がってきたかと思う

んです。 

 第６期のところは、３年間、施設をつく

って給付もするんだよという、そういう計

画だったけれども、結局できなかった。そ

れが今度第７期に回ってくるわけですけ

れども、第６期の最終年度、それが本来や

ったら先ほど言ったように初年度は黒字

になるけど、真ん中の年がとんとんで、最

後の年に赤字になって、それを黒字を取り

崩してあてる、基金というものはそのため

で、それから次の期が始まるということに

なるのが原則的なものなのに、３億円もの

大きな黒字が最終年度にどかんと出てき

たというふうなことがわかって、この３億

円は次の事業計画の中に計上もされてい

ないということで、宙に浮いていますとい

う質問をさせていただいたんですけれど

も、今度、第７期、今おっしゃったように、

今年度中に施設整備ができて、来年度、そ

れに対しての給付がスタートしなければ、

またこれ浮いてくるわけです。また、その

浮いてきたお金がどうなるのかというと、

決算がまだ迎えられていないので一体幾

ら浮いてくるかわかりませんから、次の計

画には生かせませんでしたということで、

またその施設整備をやるんであれば、保険

料に上乗せをされるという事業計画にな

っていくわけです。第８期でね。 

 今までもそういうことで来てるわけで

すから、今後もそういうことについて、一

体どういうふうにこれを改善していくの

か。施設整備の見込みがあるんなら、もち

ろん大いに結構なことです。私も施設整備、

ぜひともやっていただきたいと思ってる

んですけれども、これ何年間も何年間もず

っと課題で、事業所はどこも手を挙げてく

れないといいながら、ここまで来てるわけ

です。安威川以南に広げますというのも、

今始まった話ではなく、これもそういう話

は今までにも何回もお聞きしていますが、

今でもやはり手が挙がらない。この中で一

体どうしていくのかという問題について

の見通しを、第８期との絡みも含めてお答

えいただきたいと思います。 

 今のは質問１番の基金の問題とそれか

ら２番の施設整備の問題が絡まってます

ので、１番と２番と一緒にお答えいただけ

れたらいいと思います。 

 それから３番目です。保険料の問題です。

今お話しいただいたように、国は消費税の

増税の影響分が響くということで、少し引

き下げというようなことを考えているよ

うです。しかし、これでその影響がおさま

るのかと言えば、今数字で示していただき

ましたけれども、そんなに大きな金額には

ならないと思うんです。やはりしんどいな

と。年金が上がらない中で、保険料が引か

れて、さらに消費税が上がったということ

になったら本当にしんどいなという、そう

いう声がますます高まってくるのではな

いかというふうに思いますので、ぜひここ

はもっと引き下げるべきだということも

国に対して言っていただく。 

 それともう一つ。今のは保険料の話です

けれども、利用料の原則２割化ということ

も国のほうは考えていると思うんです。こ

れについても、今利用してはる人が２倍の

お金を払うようになったら、本当にこれは
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もう大変で、サービスを受けたくても受け

られないという人がたくさん出てくると

思うので、ぜひともそれは国に対して、利

用料の引き下げと、それから原則２割化反

対ということについても言っていただき

たいと思います。保険料のほうは今は低所

得者に対しての引き下げの話でしたけれ

ども、では先ほど言った基準額の方はどう

やねんというと、ここは入らないわけです。

本人非課税で、しんどい思いをしてはって

も、ここは消費税の影響で引き下げられる

ということにはならないわけです。あくま

で第１段階、第２段階、第３段階までだと

いうふうなことですので、せめて基準額の

ところまでは引き下げるべき違うんかと

いうこともぜひ声を上げていただきたい

というふうに思います。これは要望にして

おきます。 

 それから減免です。災害減免、失業減免、

高齢者で年金の方が失業減免というのは

なかなか使いづらいものやと思うんです

けれども、そういう方もお一人いらっしゃ

ったということですが、災害減免は、全壊、

半壊、あとは床上浸水でしたか、ですので、

今回の災害で広がった一部損壊の方々に

対して、この減免制度は使えないという状

態であると思います。 

 そういう意味では、減免制度の拡充もぜ

ひとも国に対しても要望していただきと

いうふうに思いますけれども、摂津市の独

自減免でぜひとも救っていただきたいな

というふうに思うわけです。平成３０年度

の人数も１５人ということで、なかなかこ

の減免制度も、今までも求めておりますけ

れども人数広がっていないということで

す。 

 では対象になる人が少ないのか、みんな

が別にそれは必要としてないのかという

と、決してそうではないと思うんです。第

２段階が２，００１人ですか、それから第

３段階が１，９６４人、これだけのたくさ

んの方がいらっしゃって、もちろん先ほど

おっしゃったような収入要件、１２０万円

とか預貯金３５０万円とかいうふうなこ

とがありますので、この人たちが全員第１

段階に行けるわけではもちろんないとい

うのはわかっております。でも、この要件

がそんなに厳しい要件だとは思えないん

です。これの中に入られている、けれども、

使っておられない。こういう方がたくさん

いらっしゃるのではないかというふうに

思います。 

 摂津市も周知ということはやっておら

れるというふうには伺っています。広報誌

だとか、本算定の決定通知書に記載をして

おられるというふうに聞いておりますけ

れども、やはりその周知ではなかなかふえ

ないのではないのかなと。もっと周知の仕

方をしっかりと伝わるようにやっていた

だくことが必要ではないかと思うわけで

す。 

 摂津市と同じ要件のほかの市、堺市とか

それから泉大津市、泉南市、こういうとこ

ろがあります。同じように第２段階、第３

段階を第１段階に下げる。それから収入要

件も１２０万円である。 

 財産要件がはっきりした金額は書いて

ないんですけれども、大体同じようやと思

います。摂津市ね、対象者にということで

はなくて、これは被保険者に対しての数字

だと思うんですけれども、利用率が０．０

６％ということで大阪社会保障推進協議

会の調べでは数値がなっております。とこ

ろが堺市は０．３８％、泉大津市０．４２％、

泉南市０．２７％で、ポイント数が摂津市

と比べると高いということになるんです。
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何をしてはるかというと、チラシをつくっ

て、それと申請用紙を送付。これをやって

はるんですね。ぜひこの第２段階、第３段

階の方々に、通知書の中にちょこっと書い

てあるということではわかりにくいので、

減免という制度がありますよと。摂津市は

独自減免していますよというチラシと、申

請用紙、書き方の説明をつけて、送ってい

ただくというふうな、こういうこともこの

災害があったときですから、ぜひ利用して

いただける方は利用していただく。もちろ

ん要件が合わない方は利用できないわけ

ですから、せっかくつくっている独自減免

をぜひ活用していただくように取り組ん

でいただけないかということについて、お

尋ねしたいのでお答えをお願いします。 

 総合事業です。質問５番目。総合事業に

ついては、今先ほど、選択肢を広げるとい

うことでつくったものであるというふう

にお話しされたと思います。要支援の方々

に対して専門的なサービス、必要な人はみ

んな受けていただけるんですという、現行

相当のものを受けていただけるというこ

とは、今までどおり変わらないのかなと思

って、そこは安心いたしました。 

 やはり、それが大事なことだと思うんで

す。ぜひ通所型サービスＢも含めて、推進

するのではなく、先ほど藤浦委員もおっし

ゃってましたけれども、つくったけれども

余り利用がないということやったら、それ

も別に必要ないのではないかというふう

なご指摘もありますから、現行相当でやっ

ておられるほかの市はたくさんそういう

ところもありますので、現行相当一本で、

私はやっていただきたいなというふうに

思います。 

 それから、チェックリストについても、

介護認定が早急に必要な人、本来の介護認

定が基本であって、そういう場合に限って

使っているんだというふうなことでお伺

いをしておりました。ここも変わっていな

いのかなというふうに思いますので、この

原則を曲げずに、ぜひとも要支援の方々に

対して、重症化することのないように、専

門的なサービスをきちっと提供できる摂

津市の体制を崩さずに行っていただきた

いと思いますので、これは要望としておき

ます。 

 それから６番目です。補正予算にありま

す保険者機能強化推進交付金、これですけ

れども、言ったら国がよくできてるところ

にご褒美として点数をつけて、交付金をく

れるという、そういう形だと思うんですけ

ど、何がよくできてるのかということが問

題なわけです。何を国が推奨しようとして

いるのか。もちろん、要支援の方、要介護

の方が重症化しないように、そういう要支

援、要介護にならないように、元気な高齢

者が元気でいてもらえるように、これはそ

のものは非常に大切なことだし、大いに進

めていってもらわないといけない。そのた

めの取り組みを国が進めていくというこ

とについて、この点は方向性としては悪く

はないと思うんです。ただ、交付金でそれ

を釣って、数字を小さく見せるために卒業

という名前で介護の必要な人からサービ

スを取り上げるというふうなことが、実際

に起こっているという話は今までにもし

てきました。そういうところが国が進める

モデルとして、厚生労働省が各市町村に対

して、これはモデルですよということで示

しているというようなことも実際にあり

ます。先ほどから言っていますけれども、

これは摂津市の方向性とは違うと思いま

すので、この保険者機能強化推進交付金、

これに対しての姿勢ですね、これについて
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ももう一度お聞きしたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 以上です。 

○森西正委員長 暫時休憩します。 

（午後３時 １分 休憩） 

（午後３時２７分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 答弁をお願いします。 

 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、２回目の

ご質問の３点についてお答え申し上げま

す。 

 まず、せっつ高齢者かがやきプラン第７

期計画における施設整備の見通しについ

てでございます。 

 これまで施設整備につきましては、市の

ホームページで募集をかけてまいりまし

た。ただ、これまでどおり募集するだけで

は、なかなか手を挙げる事業者はないので

はないかと予想されます。 

 つきましては、先ほども申し上げました

とおり、整備圏域の撤廃でありますとか、

事業所への聞き取り調査などをしていけ

ばいいのではないかと思っております。具

体的にどうすれば応募してもらえるのか

ということを聞いてまいりたいと考えま

す。 

 また、第８期に向けてもそうなんですけ

れども、施設整備につきましては、社会状

況の変化などを踏まえまして、審議会で再

度審議してまいりたいと思います。 

 ２点目、市独自減免の周知についてでご

ざいます。 

 他市の事例も入れながら、いろいろなご

提案をいただきましたけれども、なかなか

市の制度というのは非常に難しいと思わ

れることが多いと思いますので、丁寧な説

明をということであれば、やはり支援者か

ら説明を受けるということが一番届くの

ではないかなということで、先ほどおっし

ゃいましたように、チラシをつくって、ケ

アマネ部会でケアマネジャーに周知しま

すとか、平成３１年度に市のポータルサイ

トを構築していく中で、そういった記事も

載せて、周知を図っていければと思います。

また、チラシを窓口に置いたり、広報誌へ

のタイムリーな掲載なども考えていきた

いと思います。 

 ３点目、保険者機能強化推進交付金につ

いての市の考え方ということでございま

す。 

 この交付金は市町村の自立支援・重度化

防止に資する事業が目的の交付金でござ

います。今、確定していることが少ないの

ですが、今後、国や府の動きを注視しつつ、

介護予防・重度化防止に資する取り組みに

使っていきたいと思っております。 

 ただ、市民の皆さんが元気で長生きでき

るような取り組みを進めることが、結果的

に国の評価指標の実現につながると考え

ております。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ３回目の質問をさせて

いただきます。 

 施設整備のほうですね、しっかりと施設

整備ができるように、また考えていってい

ただけるということです。部長もおっしゃ

っておられましたけれども、やはり施設に

入所したいのにできない人がたくさんい

てるというふうなことを、サ高住の実態も

調査されるというふうなお話もありまし

たけど、きちんとつかんでいただいて、し

っかりニーズに合った施設をつくっても

らえるというのが、まずは一番求めてると

ころですので。 

 ただ、事業所がそれによって営業が傾い
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てしまうというようなことになってはい

けないわけですから、そこのところもしっ

かりと気にしながら、事業計画を進めてい

っていただきたいと思うんですけれども、

万が一これが実現できないということに

なれば、第８期の計画の中でこの施設整備

のお金をどんなふうに考えていくのかと

いうことを、この第７期の問題も含めてち

ゃんと検討して、市民に負担ばっかりが行

くというようなことにならないように、ぜ

ひしていただきたいと思いますので、要望

としておきます。 

 それから、減免の件です。いろいろとや

り方を考えて減免をお知らせしていくと

いうことで、前向きな回答をいただいたと

いうふうに思っています。 

 ただ、要支援、要介護のサービスを受け

ておられる方はケアマネジャー通じてと

いうことでもいいんですけれども、やっぱ

りそういうサービスをまだ受ける前の段

階の方々、この方々は保険料だけ取られて

るという意識がやっぱりすごくあるんで

すよ、使ってないのにみたいな。いずれ、

保険料がサービスを使うときには生きて

くるんだという、そういうことはもちろん

必要な話だとは思うんですけれども、やは

りそういう方々にもしっかりと情報が行

き届くような、そういうやり方はないのか

ということで考えていっていただきたい

と思います。たくさんの人が減免を受けた

ら、摂津市の会計はどうなんねんというふ

うなことも心配される方もあるかもしれ

ませんので、先ほどご紹介した堺市、ここ

は人数がすごく多いので、先ほどの０．３

８％でしたけれども、８７９人の方が受け

ておられます。 

 でもね、影響額としては１，６８２万８，

０００円ぐらいなんですね。８７９人も受

けてもこんなもんだというふうなことで

す。泉大津市だったら、７７人が受けて１

１９万２，０００円というふうな金額です

ので、たくさんお知らせして受けてもらっ

てもそんなに大きなお金がどこどこ出て

いくということにはならないと思います

ので、ぜひ減免、お知らせをして、摂津市

に今ある制度ですから、使っていただける

ようにぜひしていただきたいと思います。 

 それと、この対象を広げるとか、そうい

うことをすればやはり利用者もふえてい

くわけです。吹田市とか豊中市とか高石市、

こういうところでは、吹田市なんかは先ほ

どの収入要件を１５０万円以下にまでし

ています。豊中市はもっといろいろとやっ

ている、ここでご紹介するには多過ぎるの

で、もうすごくいっぱいやってるよという

ことだけ言うときます。 

 高石市は、これは段階を第４段階まで、

１、２、３、４段階に対して対象を広げて

います。こういうことをすると、やはり利

用者も広がりますし、本当にありがたいと、

助かったと言われるような減免制度にも

なると思いますので、これもそんなに大き

な財源はかかっておりません。ぜひ、基金

をずっとため込むだけではなくて、どう還

元するのかということをしっかりと考え

ていただきたいと思いますので、これは要

望にしておきます。 

 それから、最後ですね、保険者機能強化

推進交付金、先ほどのご答弁を聞いて安心

いたしました。国の数字で締めつけられる

のを、その数字を追いかけるようなことを

するのではなくて、やはり市民にしっかり

と目を向けて、市民が健康になっていく、

元気な高齢者の方はできるだけ元気でお

られる、要支援、要介護になられた方は重

症化を防ぐというふうな立場でしっかり
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と取り組んでいっていただきたいと思い

ます。 

 この保険者機能強化推進交付金という

のを、財務省は、調整交付金をこの保険者

機能強化推進交付金としても活用できる

ように主張しているらしいんですよ。厚生

労働省ではなくて財務省が言うてるんで

すけどね。これに対して、全国市長会が自

治体間格差をなくすための調整交付金の

本来の機能が失われてしまうやないかと

いうことで、反対をしてるということです。

摂津市としても、全てに点数をつけて、そ

れであおるというふうなやり方ではなく、

自治体間格差に対しての調整交付金はや

はりその性格のままにということで、これ

も国に対して要望を上げていっていただ

きたいと思います。 

 それから、地域ケア会議ですね、これも

質問はしませんけれども、前にもお話しい

ただいたと思うんですけれども、訪問回数

が多いケアプランに対して届け出をする

ようになったということでありました。摂

津市はそんなに多くの件数ではないとい

うことですし、そのやり方についてもけし

からんというふうなことではなくて、本当

にそのプランが必要なのか、よりよいプラ

ンはもっとないのかという立場から検討

されてるというふうに伺っておりますの

で、この回数だけでね、多いからあかんの

やというようなやり方をするのではない

ように、中身の充実したケアプランという

ことで、地域ケア会議もやっていただきた

いと思いますので、要望としておきます。 

 以上で質問を終わります。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 なければ以上で質疑を終わります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 暫時休憩します。 

（午後３時３７分 休憩） 

（午後３時３８分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 議案第２７号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後３時３９分 休憩） 

（午後３時４０分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 議案第２８号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後３時４１分 休憩） 

（午後３時４２分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 討論なしと認め、採決し

ます。 

 議案第１号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第４号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第６号について、可決することに賛
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成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第７号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第８号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第１０号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第１３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第１５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２９号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 暫時休憩します。 

（午後３時４４分 休憩） 

（午後３時４５分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 本委員会の所管事項に関する事務調査

について協議します。 

 平成３１年度、委員会行政視察を実施す

ることに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 次に、視察事項、視察先、視察日程等に

ついてご協議いただきます。 

 この件につきましては、先進事例等の情

報収集を行うとともに、日程を調整させて

いただいた内容をもって、委員長案として

まとめさせてもらったものでご提案させ

ていただきます。 

 日程は５月１５日水曜日から５月１６

日木曜日、視察市は東京都足立区及び群馬

県前橋市。東京都足立区は人口約６８万６

８，０００人、こちらでは、あだちベジタ

ベライフと糖尿病対策について視察を行

います。 

 足立区では、住んでいればおのずと健康

になれるまちを目指して、もっと笑顔、も

っと長寿、あだち元気プロジェクトが推進

されています。その中で、糖尿病が多く、

健康寿命が都内平均より約２歳短いとい

う事実を受けとめ、総花的な健康づくり対

策ではなく、糖尿病対策に焦点を絞り、企

業や団体の協力を得て、健康寿命延伸の大
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きな成果を上げています。住民の食生活に

着目した、あだちベジタベライフの取り組

みを中心とした、効果的な健康寿命延伸施

策について、視察を行います。 

 また、群馬県前橋市は、人口約３３万７，

０００人、こちらではまえばしフードバン

ク事業と食品ロス削減の取り組みについ

て視察を行います。 

 前橋市では、全国で初めて自治体による

全面委託でフードバンク事業を行ってお

り、全国ではＮＰＯなど民間団体が担い手

の中心で事業の継続性が問題となってる

フードバンクの取り組みにおいて、官民連

携のモデルとして注目されています。 

 またこれと関連して、食べ切り協力店の

登録など、昨今の社会的関心を集めている

食品ロス削減の取り組みと合わせて、食品

に関する環境施策及び生活困窮者支援の

取り組みを視察します。 

 以上のような視察案を提案させていた

だきましたが、委員の皆さん、いかがでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 それでは、そのように決

定します。 

 暫時休憩します。 

（午後３時４８分 休憩） 

（午後３時５３分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 それでは、東京都足立区においてあだち

ベジタベライフと糖尿病対策について、群

馬県前橋市においてまえばしフードバン

ク事業と食品ロス削減の取り組みについ

ての視察を行いたいと思います。 

 本委員会の視察につきましては、以上の

とおり実施することといたしますので、よ

ろしくお願いします。 

 なお、常任委員会の所管事項に関する事

務調査については、本会議最終日において

閉会中に調査することが諮られます。本委

員会の所管事項については、老人福祉行政

について、障害者福祉行政について、保健

医療行政について、環境衛生行政について、

商工行政について、農業行政について、文

化スポーツ行政についてを、平成３２年３

月３１日まで閉会中に調査することにい

たしたく思いますが、異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 以上で本委員会を閉会します。 

（午後３時５４分 閉会） 
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